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2018年共同親権運動ネットワーク 

（ｋネット）総会および全国交流会 

 
２０１８年３月２４日土曜日の午後、総会が約１時間、全

国交流会が約２時間、文京区民センター会議室にて、全参加

者２９名で盛況の内に行われました。 

親子断絶防止法議連の議員は、ＤＶ防止法の
運用維持、共同親権に消極 

第一部 総会 

運営委員の竹内から、いつもは檀上から一方的にお話しを

することが多いが、本日は皆さんと意見を出し合って進めて

行きたい、という開会の挨拶がありました。続いて宗像から、

ｋネットは会員がやりたいことを持ち寄る自主的な活動の

場であること、各運営委員の紹介が行われて運営委員は皆が

実働部隊でありそれぞれがこういう活動をしたいという思

いを持って集まっている、運営に関わりたい方歓迎、という

話しがありました。 

次に、２０１７年度の活動報告と今後についての説明が、

各運営委員からありました。 

・宗像：ホットライン２３件、大鹿家族相談１８件、東京交

流会は概ね１０人前後の参加者があった。メディアは、ＨＰ、

メルマガ、ニュースサイト、ツィッター、家庭裁判所チェッ

ク、会報を持っており、それぞれに棲み分けている。昨年は

親子断絶防止法の対応に追われたりした。ＨＰは、意見表明

や質問状、イベント情報等を載せている。メルマガは、昨年

は７１号を発行し読者数は８００人程度で年々増えている。

ニュースドットコムは、世間に出たニュースや皆さんが書い

たオリジナルの記事を載せている。家裁チェックは、サイト

の上位を維持しニーズが高い。裁判官からは警戒されている

ようで、それだけ効いているということではないか。 

・田中：イベントとして、昨年５月５日に、福田雅章一橋大

学名誉教授をお招きして、子どもの権利条約からの考慮と親

子断絶防止法の盲点について学習会を行い、その後、御茶ノ

水から上野公園までデモを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・森本：映画「レッドピル」を、ｋネット主催で、５月５日

の立川を皮切に６月１７日京都、７月２１日東京御茶ノ水で

上映する。女性監督が作った、米国の行き過ぎた女性解放運

動と真の男女平等とはについて考えさせるドキュメンタリ

ー映画です。 

・小島：子の連れ去り断絶問題についての選挙アンケートを、

７月に東京都、１０月に衆議院について行った。興味深かっ

たのは、一般議員より親子断絶防止法議員連盟の議員の方が、

ＤＶ防止法の運用はそのままでよい、共同親権化に前向きで

ない、という回答が多かったこと。詳しくはＨＰ上の候補

者・議員アンケートを参照。 

・林から会計報告 決算報告と予算の説明が行われ、承認さ

れました。 

 

第二部 全国交流会 ４名の講師をお招きしました。 

配偶者「合同慰霊祭」 

先ず、津軽ファミリービジテーションホーム代表の佐久間

博秀さんから、ご自身の体験を基にお話しがありました。東

日本大震災の１年前にお子さんが生まれ、仙台で生活してい

たが、放射能の影響などから青森県で生活をはじめ、そこで、

妻の父母の影響

も有ってお子さ

んを連れ去られ

たこと。その後、

ＤＶ加害者とし

て仕立て上げら

れ、警察に捕まっ

たりしながらも

多くの苦難を経

て２年２か月掛

かってＤＶを解

除したこと。そし

て現在はお子さ

んと交流ができており、それまでに会得した別居親として

の面会交流のノウハウをお話しになりました。 

 

 

 

共同親権運動 
親どうしが別れても 親子が親子であるために 
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同居親に対する細かいことには反応しない、同居親は面会

交流をかなり気にしている、感謝の気持ちを持つ、期待しな

い、質問しない、ストレートに言わない、メールは３行以内

にしている。また、調停に対しての心構えも、書面は中学生

が読める程度のものに留め大量には出さない。 

面会交流支援の為の民泊を経営していて、お盆に行事とし

て、配偶者（亡くなってはいない）の合同慰霊祭を行ってい

るそうです。在りし日の奥さんを思い出し、「生前」の感謝

の気持ちを書いたりしている。こうすることで気持ちを癒し

ているとのこと。結論としては、どうしても加害者にしたり、

被害者になったりするが、どっちにもならない生き方が必要、

とのことでした。 

 

日本が連れ去り天国だからフランスで単独親権 

フランス在住の内田修さんからは、フランスの妻の実家に

帰省したときに、

子ども２人から

引き離されまし

た。２０１０年離

婚が成立、単独親

権とされ父親に

親権はありませ

ん。離婚成立時、

日本はハーグ条

約締結前で、日本

の連れ去り天国

の状態が裁判に

影響していた。フ

ランスでは共同親権だが、実際は単独親権も多いそうです。

子どもと２週間に１回妻の実家で会っていたが、連れ去り防

止の為か外に連れ出すことは禁止、妻側の友達が大勢来たり

して面会を妨害された。元妻側は、元夫が日本に帰ってくれ

るのを待っていたようだった。 

現在は、フランスでワインを作りながら生活し、月２回面

会所（元学校の校舎）で会っている。監視員みたいなのがい

て、面会の報告書を提出している。地元の新聞に日本人の父

あきらめずに戦うという大きな記事を載せてくれ、一般市民

レベルでは応援してもらっています。 

 

男性の入れるシェルター運営 

次に、日本家族再生センター代表の味沢道明さん。男性運

動の先駆けで３０年くらいやっているが、日本ではフェミニ

ストと違い男性運動は金にならないので発達してこなかっ

たとのこと。被害者も加害者も男性も女性もワンストップで、

心理的サポートとしてグループワークやカウンセリング等

を行っている。海外へもスカイプでつながっている。男性が

使用できるシェルターがあり、男性加害者が利用し女性が逃

げなくて済む。居酒屋も経営しており、居酒屋形式のトレー

ニングの場を

提供している。

「あなたそれ

ＤＶよ」と被害

女性が言える

ようになる、そ

れが本当の意

味の回復。カウ

ンセリングを

年約５００件

しており、年々

増加傾向にあ

る。 

 

「離婚したパパとママを支援します」 

狛江市議の市原広子さんは、現在、市議３期目で公約は「離

婚したパパとママを支援します」です。昨年１２月に離婚後

親子の面会交流について市議会で一般質問をしたところ、理

解はされているようだが、対応は慎重。議会の回答は、公民

館の女性講座な

どで取り組める

とよいと考えて

いる。 

面会交流の啓

蒙活動について

講演会を提案し

たがそれに対し

ては、プライバシ

ーが見えてしま

うので開催しな

い、となりました。

子どもを連れ去

ることを勧める

ようなフェミニズム運動に対しては懐疑的である、とのこと。

子どもがどこの戸籍に入るかの戸籍の問題は大きい。子ども

が連れ去りに会い地域を離れることで社会性を壊されない

ようにしたい、とお話しになりました。 

宗像の閉会の挨拶で終了し、多くの参加者が次の懇親会へ

と向かいました。（染木） 
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●主張 

共同親権リテラシー 

宗像 充 
 
上川法務大臣が共同親権の検討について言及してから、共

同親権の是非について議論がポチポチ出はじめている。この

中には、別居親への潜在的な敵意を煽ることで現状の同居親

による実効支配と片親引き離しの慣行を維持するためにな

されるものがあるので、千田有紀武蔵大学教授の「共同親権

が成立したら変わることー養育費はゼロになる？」をベース

に若干の検討をしてみたい。 

 

前提として拉致は問わない 

共同親権と日本の単独親権を比較する場合、どの主張でも

まず触れないのが実子誘拐への国内外の対応の違いである。

その上で「日本でもここ 10 年間ほど、とくに民法 766 条の

改正以後、裁判所は原則面会交流を命じている」として、こ

れを海外並にするのがいいのかどうかに疑問を呈するとい

うパターン化した議論に持ち込むことになる。 

こういった主張は、子と引き離された側を根拠なく（多く

DV の）加害者として正当化することで可能となるが、暴力

の認定はどこでもされないのが実態だ。この論理を守るため

には、証拠主義に基づく刑事的な手続きを拒否するしかない

が（つまり民事的に DV 法やその支援措置を用いた実効支

配）、殺人事件の多くが家族関係で生じているところ、夫婦

間の（夫から妻への）暴力だけがその手続きから除外するこ

とは、正当な理由がない。 

本来問われるべきは、このように手続きの不備が明らかな

中、「原則引き離し」がなぜ正当化できるのかという問いで

ある。もちろんこういった主張をする人間は男性の権利を不

当に軽視することを、実際は「伝統」や「文化」をもとに正

当化しているにすぎない。 

 

経済的な分担を拒否する 

千田氏は「面会交流は、非同居親（多くの場合父親）の支

払う養育費を抑制し、同居親（多くの場合母親）と子どもの

貧困を作り出しました」という。正直、同居親への経済負担

が続くので養育費減額への不満を述べるとしたら、こういっ

た非難は、多くの人が潜在的に持つ、男性が子育ての主体と

なることへの不満や懐疑を意図的に掻き立てる主張でしか

ない。 

よく面会交流や共同養育の援助にかかわる人が、男性が子

育てを「やりたがる」という言い方をすることがある。また、 

 

父親に会わせたくない母親からの不満で、「家庭には金を納

めなかったくせに（そんな女性は履いて捨てるほどいるが）」

というものがある。つまり、こういった主張は男性に子育て

を「やらせたくない」し、「家庭生活で経済的な責任を負う

のは男性（女性は責任者であるべきではないのに）」という、

伝統に根差した批判である。ここでわざわざ千田氏が「同居

親（多くの場合母親）」と明記しているのがいい証拠だ。同

居親が父親なら、「そんなの負担して当然、甘えるな」とい

う批判がすぐ出るからだ。つまり、こういった主張の前提は

性別役割分業に根差した「甘え」であって、ジェンダー研究

の社会学者の主張として見るとかなりしらける。 

 

男性は経済的責任、子どもの権利は女の裁量 

そのような観点から、千田氏やアンチ平等主義の研究者た

ちは、別居親の権利主張についてとことん敵視する。しかし

ここでいう別居親はもちろん「男性」限定である。たとえば、

「さまざまな親の立場から子どもへの責任を分かち合う

(share)という考え方への転換です。それなのに日本で共同親

「権（利）」を目指すといったような、このような時代に逆

行した動きが、なぜいま出てくるのか、それが大きな驚きで

もあります」と千田にインタビューされた小川（出典:オー

ストラリアの親子断絶防止法は失敗した―小川富之教授[福

岡大法科大学院]に聞く）は日本以外のどこの国民でも通用

しない発言をしているが、もちろん、共同親権から単独親権

に戻した国などどこにもない。 

その上、責任を分かち合うのならば、養育費や養育時間に

ついて「分かち合う」のがなぜ本質的に避けるべきなのか、

説明が立たない。千田氏は「子どもを連れての転勤（リロケ

ーション）、海外への移動などに相手の同意が必要となるな

ど、離婚した親は大きな拘束を互いに強いられるようになる。

裁判所の関与の部分が高まり、気軽に協議離婚はできなくな

るだろう」と述べるが、最後の部分は「気軽に拉致できなく

なるだろう」の誤植だろう。つまり、拉致した親が、拉致被

害者から子どものことで四の五の言われるようになれば、拉

致し甲斐がなくなるのだ。 

千田氏も小川氏も結局、言いたいことは、（女性である）

同居親が決めることに子どもや別居親が差し出がましくあ

れこれ言うなというのを、海外の事例をつまみ食いして正当

化しているにすぎない。もちろんこれは「子育ては女の専権

事項」という伝統に根差した考えであり、平等を求める男女

の権利主張のことを、彼らは「時代への逆行」と呼んでいる。

男性が責任を求められるのは、金銭的な負担においてのみで

ある。 
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The Red Pill 上映プロジェクト

完了報告 
 

5月から7月にかけて実施した、映画「The Red Pill」の

3回にわたる上映会が、無事終了しました。 

この企画が立ち上がったのは、2017年 3 月、k ネットが

白金で行った講演会でのことです。懇親会の席で、翻訳家で

男性ジェンダー研究者の久米泰介さんが、「男性権利をテー

マにしたドキュメンタリー映画が海外で評判になっている」

という話題を出されました。後日DVDを取り寄せ、運営委員

の間で視聴したところ、ジェンダー問題で日本の40年先を

行くと言われる米国で理不尽な性差別が存在することに、一

同は愕然としました。日本で上映できれば、ジェンダーの不

平等から生じる差別や抑圧に苦しむ当事者に、勇気と気づき

を与えられるのではないか。こうした運営委員の思いつきが、

やってみようという機運になり、多くの方を巻き込んだプロ

ジェクトとなって動き出したのです。 

クラウドファンディングを利用して資金を調達。Cassie 

Jaye監督と交渉し、上映権を購入。有志による一次翻訳後、

プロの翻訳家から監修を受けて日本語のスクリプトを作成。

映像関係者による字幕当て作業を経て、クオリティーの高い

字幕映像を完成させました。 

集客のため、SNSやテレビ、新聞やチラシなど、あらゆる

チャネルを駆使。各会場には多くのボランティアの方が駆け

つけ、駅からの道案内、受付から会場の装飾まで、自主的に

イベントを盛り上げてくださいました。 

映画が来場者に与えたインパクトは、上映後のアンケート

用紙が物語っています。子どもと離れて暮らす親にとどまら

ず、子育て中の親、片親に育てられた子ども、シングルマザ

ーの支援者、女性専用車両に疑問を持つ団体など、年齢も背

景も異なる立場の方から、さまざまな感想を頂戴しました。 

映画に対する評価は、ポジティブな意見が多くを占めまし

た。あるフェミニストの女性は、「男性も女性も互いの立場

に立って声を上げ、どうしたら平等社会にしていけるかを追

求していかなくては」とコメントを残されました。Cassie 

Jaye監督の、どちらか一方に肩入れしない、困難な状況にあ

る人全てに共感する視点が、来場者の心に等しく響いたので

はないかと考えられます。 

マスキュリストとフェミニストがそれぞれの権利を主張

する姿には、「人間的に皆おもしろそうな人達ばかり」とい

った意見の一方、「なぜあそこまでレッテルをはりきって批

判できるのか」「男性対女性という対立構造にしてはいけな

い」といった声もありました。 

各会場での上映後、来場者の方を交えた座談会も、熱気に

包まれて開催されました。久米泰介さん、味沢道明さん、重

松朋宏さんといった多彩なゲストを迎え、どの会場でも人が

入りきれないほどの大入り満員となりました。 

最終回の御茶ノ水では、離婚問題に長年取り組んでこられ

た弁護士の後藤富士子さん、古賀礼子さんらが日本の未来に

向けた熱いメッセージを述べ、会場から拍手が巻き起こりま

した。 

多くの方が印象に残ったエピソードに挙げたのが、DVに関

するくだりです。妻から性的虐待を受けた男性が、「男だっ

て被害を受けている」と涙ながらに打ち明けます。監督のキ

ャシーは、DV被害者の男女の数にはあまり差がないのに、男

性を受け入れるDVシェルターが圧倒的に少ないことに疑問

を呈します。さらに、世界初のDVシェルター創始者である

活動家のエリン・ピジーは、「ほとんどのDVは相互作用」「ま

れに一方的な被害者もいるけど」「男性だけ、女性だけの問

題ではない」と、また別の視点を提示します。 

米国におけるDVを巡る不平等は日本以上に深刻らしいこ

とは、皆さんから驚きをもって受け止められたようです。中

でもエリンのメッセージは、虚偽DVが社会問題化し、DVの

事実認定を厳格化すべきだといった論調もある我が国にお

いて、忘れてはならない視点ではないかと感じます。 

もう一つ印象的なシーンに、ある男性権利活動家が、「男

権活動で大事なのは、ぼくたちも思いやってほしいと男性が

はっきり言うことです」と述べる場面があります。 

ｋネットに駆け込んでくる男性当事者には、「男らしさ」

への社会の要請から、鬱屈した気持ちを溜め込んでしまって

いる方が少なくありません。積もり積もった怒りを、あると

き突然爆発させてしまい、事態を悪化させてしまった話はよ

く聞かれます。より悲惨なケースとして、自死や子どもとの

心中事件も起きています。そうした事件を引き起こしても、

共感は集まりませんし、社会を変革する運動にはつながりま

せん。つらい気持ちを正直に表現することは、男性と女性を

問わず、何ら恥ずべきことではありません。ｋネットでは、

当事者の自助グループやイベントを定期的に開催している

ほか、メディアへの発信も行っています。悩める当事者の皆

さんには、ぜひ一緒に声を上げていただきたいと願います。 

ご来場いただいた皆さま、ご寄付で応援いただいた皆さま、

ありがとうございました。また、この上映会は、多くのボラ

ンティアによって支えられました。個人的な生活や問題と向

き合いながら、この映画界の実現に支援をしていただいた一

人ひとりの皆さまに感謝します。 

ｋネットでは、今後もまた皆さんに関心を持っていただけ

る企画を立ち上げていきます。引き続き、多くの当事者に役

立つ情報と気づきを提供できる場として、その使命を果たし

てまいります。（森本） 
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「親子をもう一度」体験記①

カレンダー作戦 
 

私は、８年前に、当時３歳の子どもを連れ去られました。

その後、１年以上の引き離しや間接強制決定等々の諸々が約

２年半続き、最終的には高裁で和解離婚しました。面会交流

に関しては、なんとか宿泊交流の実施で決着しました。但し、

子どもが１０歳に達したら面会交流方法を再協議するとの

条項付きです。 

その後３年近く面会交流が続いたものの面会交流方法再

協議１年前に相手方による再度の『引き離し』が行われまし

た。間接強制決定、損害賠償判決を経て、面会交流調停で今

年の春やっと調停が成立し、親子交流が再開しました。現在、

１１歳になったわが子との親子関係修復の真っ最中です。 

今回、この再協議についての私の体験をＫネットより原稿

依頼を頂きましたので、私の雑感と伴に報告します。 

 

離婚後３年近く続いた面会交流では、相次ぐ日程の変更と

短縮で、本当に苦労しました。このような状態でしたので、

相手方は、面会交流方法の再協議のほぼ１年前に２回目の

『引き離し』を行いました。交流日前日の日程変更と短縮の

連絡だったので、断った所、離婚前と同じ『子どもが嫌がっ

ている』との理由で『引き離し』です。 

この２回目の『引き離し』に対し、間接強制の申立を家裁

に、損害賠償請求の申立を地裁に行いました。 

当然ですが、２回目の間接強制決定では、離婚前の１回目

の決定の内容と額を上回る間接強制金の決定でした。 

２回目の間接強制決定前に２回目の『引き離し』は終わり

ましたが、次は、またも日程調整に苦労する面会交流を行い

ながらの、地裁での損害賠償請求の協議です。『もはやカレ

ンダーに面会交流日を記載するしかない』との話もあり、面

会交流方法の再協議そのものである面会交流の具体的日程

等が定まれば、損害賠償請求を取下るという方針を固めまし

た。もっとも相手方は、面会交流のあり方から協議を行うと

いう離婚時の面会交流の取り決めそのものを、もう一度最初

から行うと思っていたのかもしれません。 

再協議の場は家裁の調停という判断のもと、面会交流調停

を起こしたのですが、そのタイミングで相手方は３回目の

『引き離し』を行いました。再開していた面会交流中、私が

子どもを叱った所、それを子どもから聞いた相手方はまたも

『子どもが嫌がっている』との理由で『引き離し』です。そ

して調停も面会交流のあり方からの話になってしまいまし

た。離婚時にありもしない子へのＤＶを主張されたのと同じ

状況です。 

しかし『引き離しは債務不履行と不法行為』と認定され百

万円を超える金額の損害賠償金での地裁判決で、調停も変わ

りました。最後の調停期日では、私が『今日調停が成立しな

ければ、調停を取下げ、差押さえ他の申立を直ちに行う。』

と宣言し、調停が始まりました。憶測ですが、調停委員によ

る相手方への説得もあったと思います。面会交流日等を具体

的に定めた面会交流カレンダーに加え、その実効性を担保す

る違約金条項が入った調停成立です。 

  

言いがかりとしか思えないような別居親の問題点をあげ

つらい、その上で同居親の意向を汲む事が、家裁での調停・

審判のデフォルトだと、離婚時には痛切に感じました。 

しかし今回は、あくまでも憶測ですが、相手方の面会交流

の取決めを守らない態度と地裁判決、この状況では、家裁の

調停委員も、別居親である私の意向を汲み、相手方に面会交

流を確実に行うよう説得してくれたのかもしれません。 

これも憶測ですが、『子どもを会わせたくない』という相

手方自身の感情を、『子どもが嫌がっている』と子どもに全

ての責任を押し付け、３回も『引き離した』という事実を、

子どもが正確に認識したら間違いなく子どもは傷付くと思

いますし、相手方との関係もおかしくなると思います。今度

こそ、子どもの為にも相手方自身の為にも、面会交流を行っ

てもらいたいです。私自身も裁判所通いはもう卒業したいで

す。 

８年前の別居から、合計すると約３年分に該当する日数で、

子どもと完全に引き離されました。幸いな事に現在の私との

親子交流は、明るく元気で、引き離されていた時期を埋め合

わせているような様子です。私自身も子どもの養育を行って

いるという実感があります。 

８年前の連れ去り以降、ｋネットの交流会，講演会，相談

会には本当に救われました。アドバイアスも活かせました。

心から感謝しています。現在、離婚後の共同親権が取り沙汰

されていますが、実のある共同親権・共同養育が実現するよ

うｋネットの活動を応援しています。（ｋネット会員の別居親） 
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■共同養育と労働法■ 第14回 

東 京司 

～過半数代表者と就業規則～  

２０１８年７月１７日の一部の報道で、法務省が共

同親権導入の検討に入り、一定の結論が出れば法制

審議会に諮問するように書かれていますが、同日の

法務大臣閣議後記者会見で上川法相は「離婚後共同

親権制度の導入に当たっては、父母の関係が良好で

ない場合に、親権の行使について父母の間で適時に

適切な合意を形成することができないことによって、

子の利益を害するおそれがあるとの指摘もなされて

います」と言及をされているようなので、一部の利

権集団が意図的に高葛藤事案を作出・強調するとい

うことが懸念されます。「父母の関係が良好でない」

という非常に曖昧な定義を持って恣意的な運用をさ

れて利益を損なうのは第一に子どもだと考えます。 

 私たち共同親権運動ネットワークが目指している

民法の改正では第８１８条第３項の改正も提案して

いるので、あえて共同親権が離婚後に限ったことで

はなく婚姻時も含めての共同親権を言っているわけ

ですが、養育イコール保育ではないと思います。子

どもの相手をしながらも、自分と子どもの分の洗濯

をしたり、ご飯を作ったり、掃除片づけをしたり、

そんな中では本を読む時間もないというのが養育の

リアルだと思います。子どもの被服や物を保管して

おく器も必要になると思います。 

ですから、面会交流と称して実際には子犬の散歩

程度の時間や内容しか実施されていないケースが、

私たちの理想とする共同養育ではありません。そし

て、子どもと一緒に生活する離婚後共同親権という

場合に、「かまど二つ」であるということの現実はそ

う甘くはありません。特に、これから若年層の少な

くない人たちが非正規雇用であるという現実を考え

ると、自分のかまどの生計さえ維持するのがやっと

の人たちの労働条件を心配せずにはいられません。 

 その労働条件を向上していくのは、やはり自律的

な労使関係が基本とならなければならないでしょう

が、我が国の事業場は様々であり、必ずしも労働者

の過半数以上で組織される労働組合が存在するわけ

ではありません。労働基準法ではそういった場合に

「過半数代業者」を選出することを定めていますが、

この「過半数代表者」が十分に機能していないのが

現実だと認識しています。この「過半数代表者」は

使用者側と各種協定を書面により締結する権限を持

つほか、就業規則の内容について意見を述べること

ができるとされています。しかしながら、例えば２

０１８年４月から適用されている労働契約法第１８

条の無期転換ルールが就業規則に反映されておらず、

未整備の事業場がまだ多くあることが報告されてい

ます。そもそも、その就業規則はパートを含めた常

時１０人以上を雇用する使用者は労働者に周知しな

ければならないのですが、それさえ把握していない

労働者が多い中で「過半数代表者」が機能するでし

ょうか。「過半数代表者」の選出について適切な運用

がはかられるように、その手続きを厳格化するとと

もに、「過半数代表者」が意見集約を行う手段・制度

を整備していくことが必要だと思います。 

 労働条件も家事育児も、他人に任せっきりにする

のをもうやめませんか、ということを私は提案した

いのです。責任を持って共同して養育をする中で家

事を担い、相手の仕事の事情を理解し、家計を経営

していくならば、「父母の関係が良好でない」事態と

いうのは、建設的な協議に変わり相互理解が進み改

善されるものと思います。それでも不足しているな

らば、金銭教育やワークルールの教育が足りていな

いと考えます。 
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  ゴウインにマイウェイ 28  ■味沢道明（日本家族再生センター） 

共同親権って言うけれど……   

先日、政府が共同親権について法制審議会に諮問し、検討する意向だとか。巷には、やっと共同親権に向かう、

これで離婚後も親権を奪われずに済む、なんて、政府のコメントを歓迎する意見もあるようです。けれどねぇ、私

は権力を信じない人なんで、単純に喜べないんですよねえ。だってね・・・ 

 実際、今別居してて親権はあるはずの別居親にとって、親権はただの看板で、一旦もめたらなんの効力も無いの

が現実。仮に共同親権になったら、名目上親権者だから親責任として、離婚した相手にちゃんと養育費を払え、と

いうことになる。ここは強制執行付き。 

で、同居親には相手も親権者だから面会させなさいと司法がいうことはできる。そして、エフピックなどを法曹

関係者の天下り先にする。貧乏人は利用不可で絶対に会わせたく無い同居親は、DV だのなんだので拒否、ここは

強制執行がないのは今と同じ。誰が得するか・・わかるよね。 

 それに子供の意見は日本では法的根拠になりえず親の意見が優先される司法の構造があります。欧米ではチャイ

ルドコートがあって、子供の意見も法的根拠にされるとか。離婚後の面会も、子供の権利としてどんな親（DV・

虐待）でも親に面会できる仕組みがあり、DV だから子供に会わせないということはできません。安全な面会のた

めのビジテーションセンターもありますし、問題のある親に対するプログラムも用意されてて司法判断で受講が命

令されます。 

 これらの受け皿が何にも無いところで共同親権っていってもねぇ。私には茶番にすぎなく思えてね。私のところ

では、法律外でも様々な受け皿で加害・被害当事者の修復的支援を行ってるし、それで共同養育になった離婚夫婦

もいるしね。加害者も被害者もワンストップで支援を受けられるのはアメリカ以上。 

 問題は法律とか制度とかの問題でもあるけれど、一番重要なのは、DV や虐待の当事者支援のための様々な受け

皿や修復的支援の理論とスキルが世間に無いってこと。縦割りで、官民意識、専門家意識の強い日本の支援の現場

では、共同親権になっても、根本解決はまず無理でしょうねぇ。当事者の皆さん、あまり期待しすぎないようにね。 
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【編集後記】今回、会報の発行が遅れたこと、皆様に深くお詫びいたします。 
さて、私自身も別居親で２年の調停、審判を経て僅かな時間だけ愛する我が子と会えるようになりました。虚偽 DV が横行して

社会問題になっていると名古屋地裁の判決で報道されましたが、例にもれず私も虚偽虐待の汚名を着せられ監視のもと面会交流

をしています。見張られて自由に会話もできない子供が一番かわいそうです。身を切られる思いが続きますが、このような団体

で社会正義のための運動を通じ、我が子の世代にはより良い親権制度になり、親子が親子でいられる日本になって欲しいと願い

活動しています。（吉川） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■札幌（北海道）  毎月第３土曜日 １３：３０～１５：３０ 参加費無料 
NPO法人自立生活センターさっぽろ 研修センター会議室 札幌市白石区南郷通 13丁目南 3  
問合せ先：011-863-1377／kick@orange.plala.or.jp カタラン(安岡）菊之進まで 

 
■御茶ノ水（東京） 毎月第２土曜日 １５：００～１７：００ 参加費１０００円（会員は無料） 

御茶ノ水 全労会館 ３階会議室※ 東京都文京区湯島 2-4-4 （※１階掲示板でご確認ください） 
問合せ先：0265-39-2116／contact@kyodosinken.com 宗像まで 

 
■くにたち（東京） 不定期  参加費５００円 

国立市公民館 東京都国立市中 1-15-1 
問合せ先：0265-39-2116／contact@kyodosinken.com 宗像まで 

 
■松川（長野）   毎月第３土曜日 １５：００～１７：００ 参加費無料 

長野県松川町社会福祉協議会相談室 長野県下伊那郡松川町元大島 2965-1 
          問合せ先：0265-39-2116／munakata@kyodosinken.com 宗像まで 
 
■福山（広島）   不定期  

福山市ものづくり交流館 広島県福山市西町 1-1-1 エフピコ RiM7 階 
問合せ先：090-4653-2825 佐野まで 

 
■福岡       毎月、第４土曜日 １８：００～２１：００ 

福岡市立中央児童会館あいくる 福岡市中央区今泉 1丁目 19-22 天神CLASS７階 
問合せ先：090-1084-3101／princettia2016@gmail.com 

 
■別府（大分）   毎月、第３土曜日 １８：００～２１：００ 参加費５００円 

別府市野口ふれあいセンター 大分県別府市野口元町 12-43 
問合せ先：0977-77-1994／namita.repo@gmail.com  

 
■宮崎       毎月第１土曜日 １８：００～２０：００ 参加費無料 

宮崎市民活動センター 小会議室 宮崎市橘通西１-１-２ 宮崎市民プラザ３階 
問合せ先：090-2096-5811／gza05074@leo.bbiq.jp 

 
■鹿児島      毎月第２土曜日 １８：００～２１：００ 

サンエールかごしま 鹿児島市荒田 1-4-1 
問合せ先：080-3946-0625／ywnwa@softbank.ne.jp 

 

交流会情報 
日程の変更がありますので、ご確認ください 

会員募集と寄付のお願い 

私たちは、親子の引き離し状況を改善し、共同養育・共同親権を実現する法整備、社会制度作りを目指す別居親団体です。片親

を排除する法制度に反対しています。実態調査や立法府への提言、ロビー活動、裁判所の運用改善、別居親への情報提供、地方

自治体への要請などを通じて、親どうしが別れても親子が親子であるための活動を行います。ホームページ等で広報に努め、会

報を年４回程度発行しています。 

会員を募っています。 

年会費（会員は別居親とその家族、及び会の趣旨に賛同する人）年３０００円 

■郵便振込 ００１３０‐５‐４７２６７９ 加入者名ｋネット 

■銀行口座 三菱東京ＵＦＪ銀行国立支店００７２１７０（普）ケイネット＊口座名が略称になりました。 

【入会方法】 

メールまたはファックス・電話にて、お名前、ご連絡先、住所、会員・賛同者の別をお知らせの上、郵便振替または銀行口座に

て３０００円を振込ください。また郵便振替・銀行口座にてご寄付を募っています。 

メール：contact@kyodosinken.com 


